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  第２節 安否情報の収集・提供  

 

１ 安否情報の収集  

 (1) 町長による収集  

町長は、避難施設若しくは医療機関に収容等された避難住民及び武力攻撃災害

により死亡し又は負傷した住民（住民以外で当該町に在る者及び死亡した者を含

む。）の安否情報を収集する。 

 (2) 収集の方法 

ア 安否情報の収集は、避難誘導の際に、避難住民等から任意で収集した情報の

ほか、町が保有する情報を参考に避難所において避難者名簿を作成する等によ

り行う。また、消防機関、町が管理する医療機関及び諸学校、指定行政機関等

からの情報収集、府警察への照会などによっても行う。 

イ 指定（地方）公共機関並びに運送機関、医療機関、私立学校その他の安否情

報を保有する関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の収集への協力

を要請する。なお、これらの機関に対し、安否情報の収集への協力を要請する

にあたっては、当該協力が各機関の業務の範囲内において自主的な判断に基づ

くものであることに留意する。 

《図：安否情報の収集・提供》 
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 (3) 収集する対象と項目 

 

 

 対   象 項   目 

避
難
住
民
（
令
23
条
） 

避難・収容施設の住民 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（ ①から⑤のいずれかに掲

げる情報が不明な場合） 

⑦居所 

⑧負傷・疾病状況 

⑨連絡先 

⑩その他（安否の確認に必要と認められる情報） 

区域内で死亡した住民 

①氏名 

②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（ ①から⑤のいずれかに掲

げる情報が不明な場合） 

⑦死亡日時・場所・状況 

⑧死体の所在 

死
亡
・
負
傷
住
民
（
令
24
条
） 

区域内で負傷した住民 

① 氏名 

②出生年月日 

③ 性別 

④ 住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥ 個人を識別するための情報（①から⑤のいずれかに掲

げる情報が不明な場合） 

⑦ 居所  

⑧負傷・疾病状況 

⑨連絡先 

⑩その他（安否の確認に必要と認められる情報） 
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 (4) 安否情報の整理  

町は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確

性の確保を図るよう努める。この場合において、重複している情報や必ずしも真

偽が定かでない情報についても、その旨がわかるように整理をしておく。 

 

２ 知事に対する安否情報の報告  

 (1) 報告方法 

町長は、収集、整理した安否情報を、知事に対し、報告する。報告は、安否情

報省令に規定する様式第３号の安否情報報告書に必要な事項を記載した書面（電

子データ）を、安否情報の整理を円滑に行う観点から、電子メールで送信するこ

とにより行う。 

ただし、武力攻撃災害等により電気通信設備の機能に支障をきたした場合等電

子メールの送信によることができない場合や、事態が急迫し職員によるデータ入

力を行う時間的余裕がない場合等には、口頭、電話、ファクシミリを用いた送信、

その他の方法により行う。 

 
  



 - 81 - 

  

様
式
第
３
号
（
第

2条
関
係
）

①
氏
名

②
フ
リ
ガ
ナ

③
出
生
の
年
月
日

④
男
女
の
別

⑤
住
所

⑥
国
籍

⑦
そ
の
他
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
情
報

⑧
負
傷
（
疾

病
）
の
該
当

⑨
負
傷
又
は
疾
病

の
状
況

⑩
現
在
の
居
住

⑪
連
絡
先

そ
の
他
必
要
情
報

⑫
親
族
・
同
居
者

へ
の
回
答
の
希
望
⑬
知
人
へ
の
回
答

の
希
望

⑭
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者

へ
の
回
答
又
は
公
表
の
同
意

備
考

備
考
１
　
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
A
４
と
す
る
こ
と
。

２
　
「
③
出
生
の
年
月
日
」
欄
は
元
号
標
記
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

３
　
「
⑥
国
籍
」
欄
は
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
限
り
記
入
す
る
こ
と
。

４
　
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
に
あ
っ
て
は
、
「
⑨
負
傷
又
は
疾
病
の
状
況
」
欄
に
「
死
亡
」
と
記
入
し
た
上
で
、
加
え
て
「
死
亡
の
日
時
、
場
所
、
状
況
を
記
入
し
、
「
⑩
現
在
の

住
所
」
欄
に
「
遺
体
の
安
置
さ
れ
て
い
る
場
所
」
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
　
⑫
～
⑭
の
希
望
又
は
同
意
欄
に
は
、
安
否
情
報
の
提
供
に
係
る
希
望
又
は
同
意
に
つ
い
て
「
有
」
又
は
「
無
」
と
記
入
願
い
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
希
望
又
は
同
意
に
つ
い
て
特

段
の
条
件
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
条
件
を
「
備
考
」
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

報
告
日
時
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分

市
町
村
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
担
当
者

安
否
情
報
報
告
書
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(2) 安否情報の報告時期 

町長は、武力攻撃事態等の推移や避難住民の誘導、避難住民等の救援その他の

国民の保護のための措置の実施状況を勘案し、知事に対し、適時に、安否情報を

報告するほか、知事から報告時期の指定があった場合は、当該時期に従って報告

する。 

 

３ 安否情報の提供 

 (1) 安否情報の照会の受付 

ア 町は、安否情報の照会窓口を町対策本部に設置するとともに、照会窓口の電

話及びファクシミリ番号、メールアドレスを、住民に周知する。 

イ 住民からの安否情報の照会については、安否情報省令に規定する様式第４号

に必要事項を記載した書面を提出することにより受け付ける。ただし、安否情

報の照会を緊急に行う必要がある場合や照会をしようとする者が遠隔地に居住

している場合など、書面の提出によることができない場合は、口頭や電話、メ

ールなどでの照会も受け付ける。 
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様式第４号（第３条関係） 
安 否 情 報 照 会 書 

 
総務大臣                          年   月  日 

（都道府県知事） 殿 
（市町村長） 

申 請 者 
住所（居住）             
氏  名               

 
下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第５９条第１項

の規定に基づき、安否情報を照会します。 

照会をする理由 
（○を付けて下さい。③の場合、

理由を記入願います。） 

① 被照会者の親族又は同居者であるため。 
② 被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるた

め。 
③ その他 
（                         ） 

備     考  

氏   名  

フ リ ガ ナ  

出生の年月日  

男 女 の 別  

住 所  

国 籍 
（日本国籍を有しない者に限る。）    日 本     その他（           ） 

被
照
会
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

その他個人を識別する

ための情報       

※ 申請者の確認  
※ 備 考  
 

備考  １ この用紙の大きさは、日本工業規格A４とします。 

    ２ 法人その他の団体にあたっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入願い

ます。 

    ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。 
  ４ ※印の欄には記入しないで下さい。  
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(2) 安否情報の回答 

町長は、安否情報の照会があったときは、本人の意思やプライバシーを尊重す

るとともに、個人情報の保護に十分留意のうえで、速やかに回答する。 

 (3) 照会の要件と回答の内容 

安否情報の照会を行う者の本人確認等を身分証明書により行う等により、当該

照会が不当な目的によるものではなく、また照会に対する回答により知り得た事

項を不当な目的に使用されるおそれがないと認めるときは、安否情報省令第４条

に規定する様式第５号により、次のとおり回答する。 

なお、安否情報の回答を行った場合には、当該回答を行った担当者、回答の相

手の氏名や連絡先等を把握する。 

 

要   件 回 答 内 容 

本人の同意がないとき 

   又は 

公益上特に必要があると認められ

ないとき 

避難住民に該当するか否か 

 及び 

死亡し又は負傷しているか否か 

本人の同意があるとき 

   又は 

公益上特に必要があると認められ

るとき 

①氏名 ②出生年月日 

③性別 

④住所 

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥個人を識別するための情報（① から⑤のいずれ

かに掲げる情報が不明な場合） 

⑦居所（死体の所在） 

⑧負傷・疾病状況（死亡日時・場所・状況） 

⑨連絡先 

⑩その他（安否の確認に必要と認められる情報） 

①から⑩のうち必要最小限の情報を回答する。 
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様式第５号（第４条関係） 
安 否 情 報 回 答 書 

年  月  日 
              殿 

総務大臣 
（都道府県知事） 
（市町村長） 

年  月  日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり回答しま

す。 

避難住民に該当するか否かの別  

武力攻撃災害により死亡し又は負傷

した住民に該当するか否かの別 
 

氏 名  

フ リ ガ ナ  

出生の年月日  

男 女 の 別  

住 所  

国 籍 
（日本国籍を有しない者に限る。） 

日本    その他（      ） 

その他の個人を識別 
するための情報 

 

現 在 の 居 所  

負傷又は疾病の状況  

被

照

会

者 

連絡先その他必要情報  
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 
   ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃

災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、｢負傷｣又は

「非該当」と記入すること。 
   ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 
   ４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記

入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「遺体が安置

されている場所」を記入すること。 
５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。  
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４ 日本赤十字社に対する協力 

 町長は、保有する安否情報のうち、外国人に関するものを収集・整理、回答する

こととされている日本赤十字社から協力依頼があったときは、安否情報の提供など

必要な協力を行う。 

 

５ 個人情報の保護への配慮  

 町長は、安否情報の収集・提供を行うにあたっては、本人の意思やプライバシー

を尊重するとともに、個人情報の保護に十分配慮するものとする。また、場合によ

っては、安否を気遣う家族等の心情に配慮する必要があることに留意する。 

 

 


